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2016 春季生活闘争まとめ 

 

 

はじめに 

 2016 春季生活闘争は、国民生活の維持・向上をはかる「総合生活改善闘争」として、

「デフレからの脱却」と「日本経済の好循環実現」のために、すべての働く者の「底

上げ・底支え」「格差是正」をめざした。月例賃金の改善を継続させ、あらゆる手段

を用いて産業全体の「底上げ・底支え」「格差是正」に寄与する取り組みを展開する

と同時に、中小企業や非正規で働く仲間の処遇改善に向けて「大手追従・大手準拠な

どの構造を転換する運動」を呼びかけた。 

 第 72 回中央委員会（6 月 2 日）で確認された「2016 春季生活闘争中間まとめ」を

基本に、最終回答集計結果（7 月 5 日）を踏まえ、改めて 2016 春季生活闘争の評価と

課題を以下のとおり整理し、2017 春季生活闘争の方針討議につなげていく。 

 連合は今後とも、「底上げ・底支え」「格差是正」によって「デフレからの脱却」と

「日本経済の好循環」の実現をめざし、月例賃金にこだわる取り組みを継続する。ま

た、超少子高齢化・人口減少のもとで豊かさが実感できる社会構築に向けた運動の広

がりを推進していく。 

 

Ⅰ．2016 春季生活闘争の評価と課題 

１．総括的な受け止め 

（１）闘争のポイント 

 2016 春季生活闘争方針は、マクロの観点では「デフレからの脱却」「経済の

好循環実現」という目標の達成に向けて労使の社会的役割と責任を果たすこと

を掲げるとともに、中小組合を中心に「賃金の引き上げ額ではなく賃金水準の

絶対値を引き上げる」ことを目標とした。そして、大衆運動を盛り上げるべく、

すべての働く者の賃金の「底上げ・底支え」「格差是正」実現をめざして、「持

続性」「月例賃金」「広がり」「底上げ」の 4 つのキーワードを掲げて「底上げ

『春闘』」を標榜し、社会的な運動につなげることを意図した。 

 産業全体の「底上げ・底支え」「格差是正」をめざし、サプライチェーンに

おける付加価値の適正分配および「公正競争・公正取引」の実現を重視すると

同時に、とりわけ中小組合に対して「大手追従・大手準拠などの構造を転換す

る運動」への挑戦をよびかけた。 

 上記を踏まえ、賃上げ要求水準は「2%程度を基準」と幅をもたせ、すべての

組合が月例賃金にこだわる運動の推進をめざした。 

 

（２）交渉経過と回答内容の受け止め 

 2016 春季生活闘争方針が第 71 回中央委員会（2015 年 11 月 27 日）において

確認された後、構成組織は連合方針を踏まえた取り組み方針を決定し、要求・

闘争態勢を確認した。年明け以降、為替市場が円高局面に転じ、株式市場では

株価が下落するなど、取り巻く経済・社会の情勢が企業収益や経営マインドに

影響を与えた。金融緩和の一層の推進をはかる観点から日銀は 1 月 29 日開催



の金融政策決定会合でマイナス金利政策の導入を決定したが、その効果は顕在

化するには至らなかった。また原油安・円高が輸入物価の下落をもたらし、消

費者マインドは、2014 年 4 月の消費税増税以降回復せず、日銀が想定する物価

上昇は実現していない。 

 こうした動向に加え、企業不祥事や 4 月 14 日に発生した熊本地震が現地お

よび周辺地域の社会・企業活動に多大な影響を与えるなど、交渉環境は厳しい

ものとなった。 

 このような厳しい交渉環境下にあっても、闘争方針に基づき構成組織および

単組が「人への投資」を求め交渉を追い上げた結果、月例賃金の改善を 3 年連

続でなし遂げることができた。 

 中小組合と連合全体の賃上げ率のかい離が縮小するなど、「底上げ・底支え」

「格差是正」や「大手追従・大手準拠などの構造を転換する運動」への取り組

みは進展したが、依然として中小組合の賃金水準は十分とはいえない。 

 

２．具体的な要求項目にかかる取り組み結果と評価 

（１）要求・妥結状況 

 2 月末時点で実施した要求集計では、2015 年同時期を 230 上回る 4,734 組合

が提出済みで、定期昇給相当分を含む要求水準は加重平均で 9,444 円・3.27%

であった。中小組合も 2015 年同時期比 85 増の 1,515 組合が要求を提出し、そ

の水準は 8,002 円・3.24%であった。月例賃金の継続的な引き上げとともに「底

上げ・底支え」「格差是正」に向けた取り組みの拡大がはかられた。 

 以降「月例賃金にこだわり、賃上げの流れを継続させる」とした方針に則っ

て闘争を展開してきた。6 月末時点で集計組合総数 8,656 組合のうち 6,926 組

合が要求を提出（80.0%）、うち妥結組合は 6,150 組合（88.8%）であった。早

期解決に向けて交渉を進めた結果、昨年同時期を 184 組合（6.8 ポイント）上

回る結果となった。 

 

（２）賃上げ 

 平均賃金方式で要求・交渉した組合の妥結結果は、5,779 円・2.00%となった。

要求趣旨がすべて満たされたとはいえないが、厳しい交渉の中で「月例賃金の

改善」を3年連続して達成することができたのは、今後につながる成果である。 

 一時金は、6 月末時点の最終集計では、組合員数加重平均で年間月数 4.86

月（昨年同時期比 0.02 月増）・年間金額 1,532,368 円（同▲20,144）となった。 

 

（３）規模間格差の是正 

 「サプライチェーン全体で生み出した付加価値の適正な分配」および「大手

追従・大手準拠などの構造を転換する運動」を掲げ、「底上げ・底支え」「格差

是正」をめざした結果、300 人未満の中小組合の回答は 4,340 円・1.81%であっ

た。連合全体の賃上げ率とのかい離を縮小することができた。 

 

（４）非正規労働者の労働条件改善 

 非正規労働者の雇用安定確保については取り組み総件数 1,046 件、うち回答

を引き出したのは 158 件で、昨年比いずれも 135 件下回っているが、取り組み

が定着し成果が現れている裏返しともいえる。均等処遇への取り組みは、のべ



2,386 件（1,044 件で回答あり）で、昨年を 406 件（同 715 件）上回っている。

中でも一時金支給については、取組件数の昨年比が 70 件増に対して回答引き

出しは 189 件の大幅増となっており、非正規労働者の不満が最も高い「一時金

の不支給」1への取り組みが進んだ。 

 7 月 5 日に「2016 春季生活闘争における非正規労働者の労働条件改善に向け

た具体的な取り組みと時短に向けた取り組み内容」を公表した。特に、非正規

労働者の組織化や処遇改善について、「無期転換権発生を 2016 年 10 月に前倒

し」「労災・通災害補償を社員と同程度に改定」「派遣労働者への作業服、安全

靴の貸与の基準を社員と統一」などの改善がはかられた。こうした労働契約法

第 18 条および第 20 条にかかる好事例について年内を目途に取りまとめ、社会

的波及を推進する取り組みをはかっていく。 

 非正規労働者の賃上げ（単純平均）は、時給 16.71 円・月給 3,319 円で、い

ずれも昨年を上回った。また、賃上げの対象となった非正規組合員数も約 10

万人増加した。取り組みの成果は法定の地域別最低賃金改定審議において労働

側の主張を支える大きな根拠となるなど、社会全体の底上げにつながったもの

と評価できる。 

 

（５）職場における男女平等の実現 

 男女間賃金格差の是正につながる取り組みは要求 242 件・回答 114 件で、昨

年を大幅に上回った。特に格差の実態と要因の把握および改善はそれぞれ昨年

比 76 件・98 件のプラスで、「格差是正にはまず現状把握から」という意識が浸

透してきたことが伺える。 

 また、2016 年 4 月 1 日から事業主行動計画の策定が義務化（300 人未満の民

間企業は努力義務）された女性活躍推進法関連の取り組みは 220 件、うち労使

での取り組みがあったのは 167 件となり、行動計画策定に向けて組合の意向を

反映させる取り組みが進められたといえる。 

 

（６）ワーク・ライフ・バランスの実現 

 「『山の日』分の所定休日増」「『勤務間インターバル規制』の導入」「『年間

総労働時間協定』の締結に向けた協議の確認」に代表される長時間労働是正や

総実労働時間短縮の取り組みなど労働時間関係の取り組みは総計 3,973 件で、

昨年を 289 件上回った。育児・介護に関する両立支援の取り組みは「積立有休

休暇取得要件に子の看護等を追加」など974件、うち601件が回答を得ており、

昨年の 553 件・202 件を大幅に超えて取り組みが進んだ。 

 今次闘争ではじめて提起した「ライフスタイルに応じた働き方と処遇に関す

る検討」への取り組みも 64 件あり、うち 44 件で回答を得ている。 

 

（７）ワークルールの取り組み 

 今次闘争方針で掲げた改正労働者派遣法、若者雇用、障がい者雇用、安全な

職場づくり、有期労働契約に関する取り組みは総計 2,277 件に及び、うち半数

近い 1,206 件で何らかの回答を引き出した。2 年連続の取り組みとなったメン

                         
1 連合「2014 年連合パート・派遣労働者等生活アンケート調査報告書」2015 年 2 月

25 日 



タルヘルス対策は取り組み件数が 354 から 537 に増加し、回答も 482 件と多数

に上った。 

 

３．政策・制度実現の取り組み 

 第 11 回中央執行委員会（8 月 25 日）に報告される「2016 年度 政策・制度実

現の取り組みのまとめ」を参照。 

 

４．闘争の進め方 

（１）闘争体制について 

 戦術委員会および中央闘争委員会に加え、部門別共闘連絡会議、中小共闘、

非正規共闘、地場共闘を設置し、重層的な共闘体制を構築した。毎月開催した

中央闘争委員会において、すべての組合が月例賃金にこだわり「底上げ・底支

え」「格差是正」をめざす旨の確認事項を発出したことで、取り組みの趣旨が

運動全体に浸透した。5 つの部門別共闘連絡会議は、情報・意見交換の場とし

て機能したと同時に、非正規共闘の具体的な活動も担った。 

 非正規共闘担当者会議に加え、今次闘争から中小労働委員会（中小共闘セン

ター）の下に「中小共闘担当者会議」を新設し、先行組合の要求趣旨や回答内

容を構成組織および地方連合会と共有するために、2～3 月に集中して開催した。 

 

（２）社会対話の強化 

 4 つのキーワード（持続性・月例賃金・広がり・底上げ）を用いて「底上げ

『春闘』」というメッセージを発信し続けたことで、社会全体に賃上げの気運

が浸透した。先行組合のヤマ場当日に中央闘争委員長名で「2016 春季生活闘争

アピール：底上げに向けた今後の取り組みについて ～賃上げをすべての働く

者へ～」を発出し、今次闘争の趣旨を徹底するとともに未組織を含めすべての

労働者の賃金引き上げをめざす意志を再確認できた。 

 経団連（1 月 29 日）および経済同友会（2015 年 12 月 11 日）に加え、全国

中小企業団体中央会（3 月 17 日）および中小企業家同友会全国協議会（3 月 9

日）など、中小企業の経営者団体とも懇談などを実施し、春季生活闘争に臨む

労働組合の主張はもとより、公正取引や「人への投資」についても意見を交換

した。とりわけ初の開催となった全国中小企業団体中央会との懇談では、地域

の活性化に果たす中小企業の役割や中小企業における継続的な賃上げにむけ

た環境整備としての公正取引の実現が重要である点について見解を一にして

いることが確認され、今後も連携していくことで合意した。 

 2 月 5 日に「2016 春季生活闘争・闘争開始宣言 2.5 中央総決起集会」、3 月 3

日に「2016 春季生活闘争・政策制度 要求実現 3.3 中央集会」を開催し、すべ

ての組合が「底上げ・底支え」「格差是正」をめざして月例賃金の継続的な引

上げにこだわることを確認すると同時に、社会全体に向けたアピールを行った。

また、4 月 1 日には「すべての働く者の底上げ総決起集会（闘争推進集会）」を

開催、中小組合・非正規労働者・未組織の労働者への賃上げ波及に向けて決意

を新たにした。「クラシノソコアゲ応援団！ 2016 RENGO キャンペーン」街宣行

動のテーマにも取り上げ、広く賃上げの必要性を訴えた。 

 

  



（３）情報発信の強化 

 賃金水準の相場波及に向けて、「連合リビングウェイジ」および地域ミニマ

ム運動から算出した「都道府県別産業別 賃金特性値」を闘争方針に添付して

開示した。要求策定段階では「中核組合の賃金カーブ維持分・賃金水準」「代

表銘柄・中堅銘柄（職種別賃金主要銘柄）」を開示し、賃金相場の形成に取り

組んだ。 

 要求集計および各次回答集計で「プレスリリース」を発表するなど、連合の

見解が正しく報道されるようメディアへの働きかけを積極的に行った。 

 地方連合会においては、各々の闘争方針や地域ミニマム運動結果から算出さ

れた地域の賃金水準、また要求および回答の集計結果の公表を通じて、未組織

組合を含む地場の労働条件の底上げと賃上げの波及に努めた。 

 今後の情報開示のあり方などについては、さらに検討を進める。 

 

（４）「開かれた春季生活闘争」「地域の活性化」をめざす地域フォーラムの開催 

 「地域の活性化には地域の中小企業の活性化が不可欠」をスローガンに、全

国 22 ヵ所で地域フォーラムを開催した。地域の様々な関係者と意見交換を進

め、地域の活性化に向けた有意義な対話がなされた。今後とも、春季生活闘争

以外のテーマも視野に入れつつ、全都道府県での開催をめざす。 

 

（５）春季生活闘争を通じた組織拡大・強化の取組 

 2016 年 4 月時点の連合組合員総数は 686 万人となり、昨年比 4 万人の拡大と

なった。連合の全組織を挙げて取り組んでいる「1000 万連合」の取り組みの成

果が現れてきたものと考える。引き続き「1000 万連合」の旗の下、”すべての

職場に集団的労使関係を！”を合い言葉に、「底上げ・底支え」「格差是正」の

実現に向けて、構成組織・地方連合会と連携し、組織拡大・組織強化に取り組

んでいく。 

 

Ⅱ．今後の主な検討課題 

１．人口動態の変化を見越した働き方・処遇のあり方の検討について 

 日本はすでに超少子高齢化・人口減少社会に突入しており、産業間で濃淡はあ

ってもすでに人手不足の状況に陥っている。社会の持続的成長のためには、社会

の一員としての役割発揮と、企業においては技術革新への対応などを含む生産性

向上が求められる。そうした状況で「人財」によって生み出す付加価値を維持・

向上させ、日本型経営の強みを今後とも発揮し続けるためには、個々人のニーズ

に合った働き方が選択できるようにすること、および生産性の向上分に見合った

処遇改善が担保され得る賃金制度の整備が急務であることを労使で確認してい

かなければならない。 

 2014 春季生活闘争から「総合労働条件改善指針（仮称）」策定作業を進め、「賃

金テキスト」（2014 年 11 月）および「HOW TO 賃金改定」（2015 年 9 月）、ならび

に「総合労働条件改善指針策定にあたっての基本的な検討方向（成長制約要因が

山積する中で、ディーセント・ワークの実現をめざす労使の取り組み指針）」（2016

春季生活闘争方針参考資料）を確認してきた。今後「人口減少・超少子高齢社会

ビジョン」検討委員会（2016 年 6 月 16 日第 9 回中央執行委員会確認）を設置し

検討を加えていくが、それぞれの産業・企業により直面する課題は多様であるこ



とから、構成組織・単組段階での労使協議を進めていくことが重要である。 

 

２．2017 春季生活闘争方針策定に向けた検討課題 

（１）「底上げ・底支え」「格差是正」の取り組み継続について 

 2014 春季生活闘争以降、「デフレからの脱却」と「日本経済の好循環実現」

が労使の社会的役割と責任であることを確認してきている。現時点では国内・

海外要因が相互に影響し日本経済の先行きが不透明度な状況にあるが、ＧＤＰ

の約 6 割を占める個人消費が回復しなければ、これらの社会的目標は達成され

得ない。 

日本全体の賃金決定システムである春季生活闘争を通じて、すべての働く者

の処遇改善に向けた労働組合の役割と責任が引き続き求められている。また

「底上げ・底支え」の実効性を高めるためには法定最低賃金水準の引き上げが

不可欠であり、そのために企業内最低賃金協定の締結拡大と水準引き上げの取

り組みを推進していくことが求められている。 

 

（２）賃金水準改善の社会的波及と付加価値の好循環を推進する取り組み 

１）個人別賃金の社会水準確保と相場形成に向けて 

 今次闘争で打ち出した「大手追従・大手準拠などの構造を転換する運動」

は、賃金改善額や率の社会相場形成以上に、賃金水準の社会水準確保と相

場形成に重きを置いた運動を提起した。これを今後とも継続していくこと

が重要である。そのためにも、連合一体となった春季生活闘争への取り組

みが不可欠である。 

 とりわけ中小組合に対しては、賃金実態の把握と賃金制度の確立は不可

欠であるということを徹底し、連合「地域ミニマム運動」への参加促進を

強化する必要がある。また、賃金要求方式に関わらず、賃金改定原資の各

賃金項目への配分などに労働組合が積極的にコミットすることが必要で

ある。この観点も踏まえ、賃金制度の整備や賃金実態把握、定期昇給（賃

金カーブ維持分）相当分の事前労使確認など、事前の準備が重要であるこ

とを徹底していくことが必要である。 

 

２）公正取引の推進 

 今次闘争において中小企業経営者団体などと確認したところであるが、

中小企業の労働条件改善原資確保には公正取引の推進が不可欠であり、サ

プライチェーン内部においても付加価値の適正分配が必要であることを、

今後も労使のみならず社会全体に訴えていく必要がある。 

 

 

以 上 


